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卒業式におけるマスクの取扱いについて(お知らせ) 
 

 残寒の候､保護者の皆様におかれましては､ますますご清祥のことと拝察いたします。 

 さて、見出しのことについて、卒業式が有する教育的意義に鑑み、文部科学省及び愛

知県教育委員会より、卒業式におけるマスクの取扱いについての通知がありました。 

本校では、卒業式は学校生活の節目となる重要な行事であり、生徒にとって特別の意

味を有するものですので、通知で示された基本的な方針を踏まえ、下記のようにさせて

いただきます。 

 なお、年度内における卒業式以外の学校教育活動については、従来どおり、メリハリ

のあるマスクの着用を進めてまいります。ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお

願い申し上げます。 
 

記 

 

○ 生徒及び教職員については、式典全体を通じてマスクを外すことを基本とし、生徒

の入退場、開式・閉式の辞、卒業証書授与、校長式辞、来賓祝辞、送辞、答辞の際は、

マスクを外して差し支えないこととします。 
 

○ 国歌、校歌等の斉唱や合唱については、マスクの着用など一定の感染症対策を講じ

た上で行います。 
 

○ 常に換気を行うとともに、参加者への咳エチケットの推奨など、必要な感染症対策

を講じます。 
 

○ 保護者等に対しては、マスクの着用を求めるとともに、座席間に触れ合わない程度

の距離を確保します。 
本校では、会場座席の都合で、参加人数を１家庭につき保護者２名までとさせていただいております。 

 

○ 発熱に限らず、咽頭痛や咳等、ふだんと異なる症状がある場合は、卒業式への参加

をお控えください。 
 

○ さまざまな事情・理由により、マスクの着用を希望する生徒や、マスクを着用でき

ない生徒もいることから、学校や教職員がマスクの着脱を強いることはしません。ま

た、生徒の間でもマスクの着用の有無による差別・偏見等がないよう適切に指導を行

います。 
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  保護者     国歌・合唱        生徒        証書授与 

 
【問い合わせ先】佐屋中学校 教頭 鈴木準一郎 ℡０５６７－２８－３３８８ 

マスクを着用 マスクを外しても差し支えない 


